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沖縄県土木建築部 

１．BIM/CIM 適用の目的 

BIM/CIM（Building/Construction Information Modeling,Management）の導入の目的は、建設

事業で取扱う情報をデジタルデータとして統合管理することで、受発注者のデータ活用・共有を

容易にし、建設生産・管理システム全体の効率化を図ることである。受発注者の省人化や生産性

向上を目的に、土木工事に関連する設計業務、土木工事にBIM/CIM を適用し、取り組むものとす

る。 

【解説】 

解説には、実施方針の策定に至る背景、今後の見通し、実施方針を補足する事項等、実施方針

に基づきBIM/CIM を適用するにあたって、参考にすべき内容を記載している。 

３次元モデルや点群データ、GIS など、目的に応じたデータやツールを活用し、受発注者双方

の省人化や生産性向上を目的に BIM/CIM を適用する。 

各業務・工事において BIM/CIM の実施内容や受注者からの提案の採否などの判断に困る場合

は、受発注者の生産性向上に資するかどうかという原点に立ち返り、特に３次元モデルは、活用

内容に応じて必要十分な程度の範囲・精度で作成するものとし、過度に精密なモデルの作成が目

的化しないよう注意する。 

詳細は国土交通省資料のBIM/CIM 取扱要領（以下、取扱要領という。）の「1-1 目的」および

「2-1BIM/CIM の実施方針」を参照すること。 

 

２．BIM/CIM 適用の対象範囲 

以下に示す土木工事に関連する設計業務、土木工事に該当するものを対象とする。 

・ 測量業務共通仕様書に基づき実施する測量業務 

・ 地質・土質調査業務共通仕様書に基づき実施する地質・土質調査業務 

・ 土木設計業務等共通仕様書に基づき実施する設計及び計画業務 

・ 土木工事共通仕様書に基づき実施する土木工事 

ただし、小規模なもの及び災害復旧工事等の緊急性を要する業務・工事を除く。 

なお、BIM/CIM を事業の初期段階から適用することで事業課題の解決に効果があることから、

対象以外の業務・工事においても積極的な導入を推進する。 

【解説】 

原則として土木工事に関連する設計業務、土木工事の全てを対象としているが、小規模なもの

として維持工事を除いている。また、単独の機械設備工事・電気通信設備工事は土木工事共通仕

様書に基づき実施する土木工事に含まれておらず、BIM/CIM 適用の対象外としている。ただし、

機械設備工事・電気通信設備工事の全てにおいてBIM/CIM を適用しないとの趣旨ではなく、土木

工事との取り合い箇所など土木工事と関連する箇所については、BIM/CIM 適用の対象に含み、３

次元モデルの活用等を適切に実施することに留意する。 

 

３．BIM/CIM の実施内容等 

原則として全ての詳細設計（実施設計含む）及び工事において、３次元モデルを情報の共有・



伝達に活用する。 

受発注者において、BIM/CIM の実施内容（発注者の求める内容、受注者が提案し実施する内容

等）や、納品方法等を協議し決定する。 

【解説】 

発注者は BIM/CIM の実施内容として、少なくとも国土交通省資料の取扱要領「2-1 BIM/CIM の

実施方針」の表-7 に示す原則実施する項目（義務項目）を求める。 

さらに、発注者が事業を進める上で抱える課題や効率化等求める内容を受注者に示した上で、

受発注者で実施内容や納品方法について協議し決定する。 

これまでの取組で効果が確認され、実施が推奨される項目（取扱要領「附属資料 1推奨項目一

覧」）等を参考にすること。 

詳細は国土交通省資料の取扱要領「2-1 BIM/CIM の実施方針」や「2-2 BIM/CIM 実施計画書の

作成」を参照すること。 

 

４．３次元モデルの作成 

   ３次元モデルの作成にあたっては、後段階での活用を念頭に、３次元モデルと２次元図面の整

合に留意する。 

属性情報の設定にあたっては、機械判読可能なデータとして設定することとし、少なくとも３

次元形状データが何を表すかを識別する情報を設定する。また、属性情報を積算等後段階で活用

することについても積極的に取り組むこととする。 

【解説】 

   詳細は国土交通省資料の取扱要領「2-3-1 ３次元モデルと２次元の整合」「2-3-2 属性情報の

活用」を参照すること。設計段階において２次元図面を作成後に３次元モデルを別途作成してい

る場合の両者の整合確認方法は取扱要領「附属資料２」を参照すること。 

 

５．３次元モデル作成に必要な経費 

３次元モデルを活用した業務・工事においては、活用内容の実施に必要な経費を受注者からの

見積により計上する。 

なお、実施内容及び費用については受発注者間で事前協議を行うものとし、当該業務・工事に

おいて発注者が必要と認めるものに限り、費用計上の対象とする。 

【解説】 

３次元モデルの作成等により生じた費用を計上するものである。施工計画の検討等について

は、従前から２次元図面のみの場合でも実施されており、すでに業務・工事に含まれている費用

もあるため、二重計上しないように留意する。また、当該業務・工事以外にも使用するモデル作

成のためのソフトウェア等は、諸経費等に含まれていることに留意する。 

見積書は国土交通省資料の「BIM/CIM 適用業務・工事における新たな見積り様式」を活用する

こと。 

過年度のBIM/CIM適用業務・工事の見積分析結果が国土交通省 BIM/CIMポータルサイトに掲載

されているので、費用計上や妥当性確認の参考とすること。 

 



６．プロセスを横断したデータ連携 

設計から施工などプロセスを横断してデータを連携していくためには、必要なデータを必要な

時に容易に活用できることが重要であり、コンピュータで処理ができる機械判読可能なデータを

共有・伝達していくことを基本とする。 

【解説】 

IFC や J-LandXML といった共通フォーマットは機械判読可能なデータであり、設計のデータが

これらのフォーマットで納品されない場合、設計のデータを後段階で効率的に活用することが困

難となる。 

例えば、土工モデルの納品にあたって、施工者が ICT 建設機械用の３次元データの作成を容易

にできるよう、オリジナルデータに加えて、設計で作成した中心線形と横断形状のデータを J-

LandXML で出力したものの納品を求めているところであるが、現状はこのとおり納品されていな

い。後段階で容易に活用できる形式で、適切にデータが納品されるよう留意する。 

詳細は国土交通省資料の取扱要領の「2-3-3 プロセスを横断したデータ連携」を参照するこ

と。 

 

７．DS（Data-Sharing）による情報の適切な引継ぎについて 

業務・工事の契約後速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報を説明し、

受注者が希望する参考資料（電子データを含む）を貸与する。 

【解説】 

説明に使用する資料の作成にあたっては、国土交通省資料の別紙１の記載例を参考に、最新の

情報を明確にすることに留意する。特に、業務成果が古い場合、修正（変更、追加）が多数行わ

れている事業の場合や設計業務等で部分的に修正をしている場合等は、検討経緯、資料の新旧等

に留意すること。３次元モデルが含まれる場合は、国土交通省資料の「３次元モデル作成引継書

シート」を活用する。 

貸与資料は成果品だけでなく、発注図面等のデータも当然含んでいることに留意し、電子納品

等を適切に活用し貸与する。 

３次元モデルに限らず、最新のデータを漏れなく後段階の受注者に確実に共有することは非常

に重要であり、発注者の責務である。データ共有がなされないことに起因する手戻り等を起こさ

ないよう、十分に留意されたい。 

 

８．適用年月日 

１）本要領は令和８年７月１日以降予算の執行伺いを決裁する業務・工事から適用する。 

２）受発注者で協議のうえ、上記日において継続中の業務・工事にも適用できることとする。 

 

国土交通省ＨＰ 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html  
国土交通省 BIM／CIM ポータルサイト 

https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/jyouhou/bimcim/standard.html 

 



附則 

 本要領は令和５年４月１日より適用する。 

 本要領は令和６年７月１日より適用する。 

 本要領は令和７年７月１日より適用する。 

 本要領は令和８年７月１日より適用する。 


